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「大都市における行政課題への対応に関するワーキンググループ」 

開催要綱 

 

１．開催趣旨 

 大都市に特有の行政課題に対応する観点から、大都市に関する制度や大都市圏域での

取組に関し、具体的な課題の整理及び対応の方策について幅広く議論を行うことを目的

として、「持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会」の下にワーキンググループ

（以下「ＷＧ」という。）を開催する。 

 

２．構成員 

 ＷＧは、別紙のメンバーをもって構成する。 

 

３．座長 

（１）ＷＧに、座長を置く。 

（２）座長は、会務を総理する。 

（３）座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長が指名する者がその職務を

代理する。 

 

４．議事 

（１）座長は、ＷＧを招集し、主宰する。 

（２）座長は、必要に応じ、必要な者に出席を求め、その意見を聴取することができる。 

（３）ＷＧは原則として公開とし、ＷＧ終了後に配布資料を公表する。ただし、座長が

必要と認めるときは、ＷＧを非公開とし、又は配布資料を非公表とすることがで

きる。 

（４）ＷＧ終了後、議事概要を作成し、公開する。 

 

５．その他 

（１）ＷＧの庶務は、総務省自治行政局行政課において処理する。 

（２）本要綱に定めるもののほか、ＷＧに関し必要な事項は、座長が定める。 
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大都市における行政課題への対応に関するワーキンググループ 

構成員名簿 

 

（座長） 

太 田 匡 彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授 
 

（構成員） 

伊 藤 正 次 東京都立大学大学院法学政治学研究科教授 

川 嶋 三恵子 読売新聞東京本社編集局政治部長（前教育部長） 

北 島 周 作 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

久木元 美 琴 京都大学大学院人間・環境学研究科准教授 

関 口   智 立教大学経済学部教授 

野 口 貴公美 一橋大学副学長・大学院法学研究科教授 

野 澤 千 絵 明治大学政治経済学部教授 

福 岡 安都子 東京大学大学院総合文化研究科教授 

待 鳥 聡 史 京都大学大学院法学研究科教授 

村 上 裕 一 北海道大学大学院公共政策学連携研究部・法学部教授 
 

（オブザーバー） 

全国知事会 

全国都道府県議会議長会 

全国市長会 

全国市議会議長会 

全国町村会 

全国町村議会議長会 

指定都市市長会 

特別区長会 
 

（※構成員は五十音順、敬称略） 
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大都市における行政課題への対応に関するワーキンググループ 開催実績 

 

 

○令和６年１２月１６日 第１回ワーキンググループ 

・意見交換 

 

○令和７年１月２８日 第２回ワーキンググループ 

・地方公共団体へのヒアリング① 

  

○令和７年２月１８日 第３回ワーキンググループ 

・地方公共団体へのヒアリング② 

  

○令和７年３月２１日 第４回ワーキンググループ 

・地方公共団体へのヒアリング③ 

 

○令和７年４月２５日 第５回ワーキンググループ 

・論点整理① 

 

○令和７年５月３０日 第６回ワーキンググループ 

・論点整理② 

 

○令和７年６月１８日 第７回ワーキンググループ 

・大都市における行政課題への対応に関するワーキンググループ報告書（案）について 
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